
  



税額         

申告書提出と同時に本市の税率で算出した法人税割額と均等割額との合計額を記入し納付してください。   

納付場所   

1 次の金融機関の全国に所在する本店・支店及び出張所   

○指定金融機関 広島銀行   

○収納代理金融機関   

〔銀行〕 中国銀行，山口銀行，伊予銀行，もみじ銀行   

〔信用金庫〕 広島信用金庫，呉信用金庫   

〔信用組合〕 朝銀西信用組合，広島県信用組合，信用組合広島商銀，広島市信用組合   

〔労働金庫〕 中国労働金庫   

〔農業協同組合〕 ひろしま農業協同組合，広島ゆたか農業協同組合   

〔漁業協同組合〕 広島県信用漁業協同組合連合会   

2 中国５県内のゆうちょ銀行及び郵便局   

3 呉市役所 収納課（３階），市民窓口課（１階）及び各支所   

滞納処分について督促状を発した日から起算して 10 日を経過した日までに，この税金や延滞金を完納されない

場合は，財産の差し押え等の滞納処分を受けることになります。   

延滞金について法定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ，税額（税額に 1,000 円未満の端数

があるときはその端数を，全額が 2,000 円未満のときは，全額を切り捨てます。）に年 14.6%㊟（法定納期

限の翌   

日から別表の区分による期日までの期間及びその期日の翌日から１月を経過する日までの期間については，

年 7.3%㊟）の割合を乗じて計算します。   

   

別表   

区    分   期    日   

納期限内の申告   申 告 納 期 限   

納期限後の申告   申 告 し た 日   

修 正 申 告   修正申告した日（提出期限前の申告は提出期限）   

更正・決定   通知書に指定された納期限   

   

   

㊟［延滞金の割合における年 14.6%と年 7.3%について］   

○平成 25 年 12 月 31 日までの期間は，年 7.3%の割合にあっては，各年の前年の 11 月 30 日における基

準割引率に年 4%の割合を加算した割合となります。   

○平成 26 年 1 月 1 日以後の期間は，年 14.6%の割合にあっては，特例基準割合に年 7.3%を加算した割

合，年 7.3%の割合にあっては，特例基準割合に，年 1%を加算した割合をいいます。   

特例基準割合とは，各年の前々年の 10 月から前年の 9 月までの各月における銀行の短期貸出約定平均

金利(新規)の合計を 12 で除して得た割合に，年 1%を加算した割合をいいます。   

○令和 3 年 1 月 1 日以後の期間は，延滞金特例基準割合が年 7.3%の割合に満たない場合は，年 

14.6%の割合にあっては，延滞金特例基準割合に年 1%を加算した割合をいいます。   

延滞金特例基準割合とは，各年の前々年の 9 月から前年の 8 月までの各月における銀行の短期貸出約

定平均金利の合計を 12 で除して得た割合に，年 1%を加算した割合をいいます。   

   



 ただし，延滞金額に 100 円未満の端数があるときはその端数を，延滞金の金額が 1,000 円未満のときは，

全額を切り捨てます。   

   

   


